
NO. 保護者からの質問 園からの回答

1 病児保育というのは何なのか
保護者の保育と就労との両立を支援するとともに子どもの健全な育成を図るために、病気の回復期に至らない場合等で入院治療の必要はないが、集団
保育や家庭での保育が困難な状況にあるお子さんを一時的にお預かりする事業です。
ご利用方法や、利用可能な基準などについては当園HPに記載の内容をご確認ください。

2 対象外となる疾患

3 預けられる基準

4
インフルエンザ等の感染症の潜伏期間などによりあくまでも症状
が治まっているが、登園可能では無い園児が登園するのか

5 インフルエンザ真っ最中で高熱がある状態で受け入れるのか

6
受け入れられない場合がありますと書いていましたが、何を受け入
れて何を受け入れない例があるのでしょうか？

7 利用条件（事前登録は必要か）
事前利用登録は必須となります。
その他ご利用条件につきましては、別紙をご参照いただくか、具体的な項目をご教示いただければお答えいたします。

8 朝の診察が必要か
当日であっても、ご利用には医療機関による「医師連絡票」(診察時に記入してもらう)が必要となります。
しかし、一連の疾患でのご利用の場合は初診のみで構いません。その場合は「医師連絡票」に一連の疾患の完治までの期間の記入が必要です。
（連続利用可能日数最大７日まで）

9 指定医による診断書の有無
診断書ではなく、医療機関による「医師連絡票」(診察時に記入してもらう)が必要となります。
なお、かかられる医療機関は問いません。また、本様式は事前利用登録時に配布させていただきます。
お手元にないときは園HPからダウンロードもしくは事務所へお声がけください。

10 入り口は別か はい。規定に従い別で設置させていただいております。

11 早苗幼稚園の入り口はどのようになるか 今まで通りとなります。

12 多目的室を使用する際の感染対策が気になる

13 通常の園児との接触等は大丈夫なのか

NO. 保護者からの質問 園からの回答

早苗幼稚園病児保育室　FAQ

多目的室兼児童発達支援室(step)は同棟の２階に位置しますが、そちらも動線は別となっておりますので、ご安心ください。

別紙（利用判断基準）をご参照ください。

※本FAQは早苗幼稚園保護者の方からのご質問に対するFAQをまとめたものとなりますが、一般利用の方々もこちらをご参考ください。



14 病児保育に預けることで他の病気をもらわないか心配

15
感染対策として、市の基準や経験のある方（先生？医療従事者？）
が入るのか

16 病児担当の先生は幼稚園の先生か、他に専門の先生がつくのか

17 先生は専属で雇用するのか

18
登園中に熱が出たら、お迎えまで病児保育室に行くことになるの
か

基本的には病児保育を利用した場合のみ病児保育室が使えるようになります。
医師の診断前に利用するには「体調不良児対応型」の事業によらなければならないのですが、現在守口市の委託事業として募集がありませんので、要
望がありましたら、是非守口市こども施設課までご連絡していただけると助かります。

19 実際の利用方法の手順を知りたい

20 利用料金はいくらか

21 解熱後の待期期間や出席停止期間は利用できるのか その場合でも条件を満たせば可能です。（別紙参照）

22
病児保育室でさらに具合が悪くなったらどのような対応になるの
か

23 もし病状が悪化した場合、病院に連れて行ってもらえるのか？

24 看護師は救急に対応しているのか

25 急変した時、すぐ対処できる方がいるのか

26 預かり人数は何人までですか 最大６床の準備がありますが、初期段階ではご利用者の方にご迷惑が掛からないように最大３床程度の稼働からのスタートを想定しております。

27 病後ではなく、病中でも預けられるか はい、可能です。

28 早苗に通う園児は優先されますか
本制度の性質上、優先は出来かねます（例：一旦予約が入った方に、早苗の園児を優先させキャンセルを依頼するなどはできません。）
ただし、在園児の方の日々のご通園が少しでも楽になるようにと考え、始めた病児保育ですので、可能な限り寄り添いたいと考えます。

29 病児クラスの保育士と担任の先生との連携はされるのか
基本的には連携しておりませんので、病児保育室への情報共有や病児保育利用児の様子については、それぞれの担任及び担当に、保護者の方より担任
及び担当までお伝えください。

NO. 保護者からの質問 園からの回答

「救急への対応」を「病児保育中に子どもの病状が急に悪化した場合の対応」とするならば、看護師もしくは保育士、その他職員が対応します。

保護者の方へご連絡し、お迎えに来ていただくか、保護者の方との協議により園から連携している医療機関へ連れて行かせていただきます。
なお、緊急を要すると判断した場合には、保護者の方への連絡が後になる場合があります。ご了承ください。

別紙でご案内させていただきます。（別紙参照）
なお、利用料金は今後変動する場合がございます。
皆様がご利用しやすい金額を設定していきます。

病児保育室は、「守口市病児保育事業実施要綱」「保育所における感染症対策ガイドライン」及び「病児保育事業実施要綱等(厚労省)」の基準に従い運営
しますが、事業の性質上完全には避けられないものとなります。ご了承ください。

職員の配置は、看護師及び保育士が配置されます。
（ただし、職員の運用は柔軟に対応してよいとの市との協議に則り、必要な範囲で担当職員は柔軟に変更します。）
上記を考慮しますと、病児保育事業に求められる衛生基準としては、当園が日頃より行っている感染症対策などの衛生基準に従うことで担保されると
考えられます。そのうえで、配置職員により都度感染リスクを考慮し判断を行っていく次第です。



30 発熱からの呼び出しで、そのまま預かりは可能なのか
医師の診断前に利用するには「体調不良児対応型」の事業によらなければならないのですが、現在守口市の委託事業として募集がありませんので、要
望がありましたら、是非守口市こども施設課までご連絡していただけると助かります。

31 対応した先生は専属の事務所を使用するのか

32 対応した先生が同じ事務所や園児に関わる場合、感染しませんか

33 利用枠は先着順か
原則、先着順となります。
また、空き枠については当日の職員体制や受入園児の歳児等複数の理由により変動しますので、ご利用予約時にご確認ください。

34 給食は出るか
はい、原則提供させていただきます。その際は、提供時間やご利用料金の区分なども併せてご確認の程お願いいたします。
なお、お子様の状態や、ご年齢により食事内容が他児と異なる場合があります。

職員同士の感染などの懸念であれば、10の回答に則り運営させていただく予定です。受付や事務作業については別棟で管理しますので基本的にはご
安心ください。感染症対策は十分に講じたうえで運営させていただく方針ですが、同じ園の職員ですので、情報共有や必要な接触は避けられませんの
で、ご理解のほどよろしくお願いいたします。


